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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　外観部材の内部に別体の通水路部材が取付けられるシャワーヘッドであって、
　２つ以上の別体の通水部部材を連結し、供給された湯水が通水される通水路が形成され
る前記通水路部材と、
　内部に前記通水路部材を固定する外観部材と、
　前記通水路部材を、２箇所以上の位置で前記外観部材に固定する固定部と、を備え、
　前記固定部のうち第１の固定部は、前記シャワーヘッドの基端部から先端部までの途中
の位置に配置され、且つ前記外観部材の内側部分と前記通水路部材の外側部分とを固定す
るように形成され、
　前記固定部のうち第２の固定部は、前記第１の固定部よりも前記基端部側又は前記先端
部側に配置され、且つ前記外観部材の内側部分と前記通水路部材の外側部分とを固定する
ように形成され、
　前記通水路部材の前記通水部部材は、前記第１の固定部と前記第２の固定部との間にお
いて前記通水部部材同士を接続し、且つ前記通水部部材の変形量を吸収する吸収機構を形
成している、ことを特徴とするシャワーヘッド。
【請求項２】
　前記通水路部材の前記通水部部材は、前記固定部により前記吸収機構内の適正位置に配
置され、
　前記吸収機構は、前記通水部部材が前記適正位置に対して縮んだときにも、前記通水路
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部材同士が接続された接続部分での水密性が維持され、且つ前記通水部部材が前記適正位
置に対して伸びたときにも前記通水部部材の変形量を吸収することができる請求項１に記
載のシャワーヘッド。
【請求項３】
　前記通水路部材の前記通水部部材は、前記吸収機構において通水方向と交差する方向の
断面が楕円形状に形成される請求項１又は２に記載のシャワーヘッド。
【請求項４】
　前記吸収機構は、一方の通水部部材の端部を他方の通水部部材の端部内に摺動可能な隙
間を残すように挿入した入れ子構造を形成し、この入れ子構造内の一方の前記通水部部材
と他方の前記通水部部材との間をこれらの部材が水密性を維持したまま摺動可能であるよ
うにシールするシール部材を備えている請求項１乃至３の何れか１項に記載のシャワーヘ
ッド。
【請求項５】
　前記吸収機構は、前記通水部部材が適正位置から伸びたときに前記通水部部材同士の間
に通水方向の隙間が残るような、先端側の伸び吸収しろと、前記通水部部材が前記適正位
置から縮んだときに前記通水部部材同士が接続された接続部分での水密性が維持されるよ
うな、基部側の縮み吸収しろと、を備え、前記伸び吸収しろは、前記縮み吸収しろよりも
大きくなるように形成されている請求項１乃至４の何れか１項に記載のシャワーヘッド。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、シャワーヘッドに係り、特に、外観部材の内部に別体の通水路部材が取付け
られるシャワーヘッドに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、シャワーヘッドには、金属めっきを表面に設けた外観部材を保護するため、外観
部材と、その内部に設けられる通水路部材と、に分けられた二重構造が採用されることが
ある。この外観部材は、樹脂の表面に金属めっき層をもうけた外装表面を有している。外
観部材において温度変化が生じる場合には、樹脂の線膨張係数に比べ、めっき(金属)の線
膨張係数が小さいため、樹脂の膨張・収縮の変形量と、めっき(金属)の膨張・収縮の比較
的小さな変形量とが異なり、外観部材上のめっきに応力が生じて、めっき割れ・剥離等の
状態を生じさせる可能性がある。
　これに対し、二重構造のシャワーヘッドにおいては、シャワーヘッド内の通水路部材に
湯や冷水を通すとき、外観部材に与える温度変化を抑制することができ、めっきに応力が
生じて、めっき割れ・剥離等の状態を生じさせる可能性を低減させることができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特許第3560021号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　例えば、特許文献１に示すような、二重構造のシャワーヘッドにおいては、外観部材の
内部に通水体が配置され、この通水体は、その先端側がヘッド内部流路部材に接続され、
このヘッド内部流路部材がシャワーヘッドのヘッド部において外観部材に対して完全に固
定されている。また通水体は、その基部側がジョイント部材に接続され、このジョイント
部材が取付孔によって外観部材に対して完全に固定されている。通水体とヘッド内部流路
部材とは、嵌入されて固定された状態で接続され、通水体に対して、ジョイント部材が奥
まで嵌入されて固定された状態で取付孔によって動かないように固定されるようになって
いる。このようにして通水体は、把持部内で回動することなく、堅固な位置決めがなされ
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るようになっている。
【０００５】
　上述のような、二重構造のシャワーヘッドにおいては、外観部材自体に温度変化を発生
させないことにより、外観部材自体のめっき割れ・剥離のリスクを低減させていた。
　しかしながら、通水路部材は通水されて膨張・収縮等の変形が発生するのに対し、外観
部材自体には、温度変化が発生されないので、通水路部材と外観部材との変形量に違いが
発生する。上述のように、外観部材の内部に別体の通水路部材が取付けられるシャワーヘ
ッドにおいては、通水路部材と外観部材とは互いに固定が必要である。この固定が２箇所
以上ある場合には、通水路部材と外観部材との変形量の違いから各固定部に応力が発生し
、固定部に接続される外観部材及び通水路部材に応力が伝達されて、外観部材のめっきの
割れ・剥がれ等のリスク又は通水路部材の破損のリスクが発生するという問題があった。
【０００６】
　従って、本発明は、通水路部材に湯水の温度に応じた膨張・収縮が発生する場合に、通
水路部材の変形量と外観部材の変形量が異なるとしても、２箇所以上の位置の固定部の間
において連結される通水部部材の間に設けられた吸収機構により、通水路部材の変形量と
外観部材の変形量との違いを吸収することができ、固定部に応力が発生して外観部材の表
面上に設けられためっきの割れ・剥がれ等の破損、又は通水路部材の破損が発生してしま
うことを防止することができるシャワーヘッドを提供することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記の目的を達成するために、本発明は、外観部材の内部に別体の通水路部材が取付け
られるシャワーヘッドであって、２つ以上の別体の通水部部材を連結し、供給された湯水
が通水される通水路が形成される通水路部材と、内部に通水路部材を固定する外観部材と
、通水路部材を、２箇所以上の位置で外観部材に固定する固定部と、を備え、固定部のう
ち第１の固定部は、シャワーヘッドの基端部から先端部までの途中の位置に配置され、且
つ外観部材の内側部分と通水路部材の外側部分とを固定するように形成され、固定部のう
ち第２の固定部は、第１の固定部よりも基端部側又は先端部側に配置され、且つ外観部材
の内側部分と通水路部材の外側部分とを固定するように形成され、通水路部材の通水部部
材は、第１の固定部と第２の固定部との間において通水部部材同士を接続し、且つ通水部
部材の変形量を吸収する吸収機構を形成していることを特徴としている。
　このように構成された本発明によれば、本発明は、湯水を通水路部材内に通水し、通水
路部材に湯水の温度に応じた膨張・収縮が発生する場合に、通水路部材の変形量と外観部
材の変形量が異なるとしても、第１の固定部と第２の固定部との間において連結される通
水部部材の間に設けられた吸収機構により、通水路部材の変形量と外観部材の変形量との
違いを吸収することができる。よって、固定部において通水路部材の変形量と外観部材の
変形量とが異なることにより、固定部に応力が発生し、その結果、外観部材の表面上に設
けられためっきの割れ・剥がれ等の破損、又は通水路部材の破損が発生してしまうことを
防止することができる。

【０００８】
　本発明において、好ましくは、通水路部材の通水部部材は、固定部により吸収機構内の
適正位置に配置され、吸収機構は、通水部部材が適正位置に対して縮んだときにも、通水
部部材同士が接続された接続部分での水密性が維持され、且つ通水部部材が適正位置に対
して伸びたときにも通水部部材の変形量を吸収することができることを特徴としている。
　このように構成された本発明においては、吸収機構は、通水部部材が適正位置に対して
縮んだときにも接続部分での水密性が維持され、且つ通水部部材が適正位置に対して伸び
たときにも通水部部材の変形量を吸収することができるように、通水部部材同士を接続す
る接続機構を形成している。従って、このような吸収機構により、比較的簡易な構成によ
り、通水路部材の変形量と外観部材の変形量との違いを吸収することができる。よって、
固定部において通水路部材の変形量と外観部材の変形量とが異なることにより、固定部に
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応力が発生し、その結果、外観部材の表面上に設けられためっきの割れ・剥がれ等の破損
、又は通水路部材の破損が発生してしまうことを防止することができる。
【０００９】
　本発明において、好ましくは、通水路部材の通水部部材は、吸収機構において通水方向
と交差する方向の断面が楕円形状に形成されることを特徴としている。
　このように構成された本発明においては、好ましくは、通水路部材の通水部部材は、吸
収機構において、通水方向と交差する方向の断面が楕円形状となるように形成されている
ので、一方の通水部部材に対し、他方の通水部部材が回転することを防止することができ
る。
【００１０】
　本発明において、好ましくは、吸収機構は、一方の通水部部材の端部を他方の通水部部
材の端部内に摺動可能な隙間を残すように挿入した入れ子構造を形成し、この入れ子構造
内の一方の通水部部材と他方の通水部部材との間をこれらの部材が水密性を維持したまま
摺動可能であるようにシールするシール部材を備えていることを特徴としている。
　このように構成された本発明においては、好ましくは、吸収機構が、一方の通水部部材
の端部を他方の通水部部材の端部内に摺動可能な隙間を残すように挿入した入れ子構造を
形成し、シール部材がこの入れ子構造内の一方の前記通水部部材と他方の前記通水部部材
との間をこれらの部材が摺動可能であるようにシールする。従って、通水路部材に湯水の
温度に応じた膨張・収縮が発生する場合に、吸収機構において、通水部部材同士が水密性
を維持したまま摺動することができ、通水路部材の変形量と外観部材の変形量との違いを
吸収することができる。
【００１１】
　本発明において、好ましくは、さらに、吸収機構は、通水部部材が適正位置から伸びた
ときに通水部部材同士の間に通水方向の隙間が残るような、先端側の伸び吸収しろと、通
水部部材が適正位置から縮んだときに通水部部材同士が接続された接続部分での水密性が
維持されるような、基部側の縮み吸収しろと、を備え、伸び吸収しろは、縮み吸収しろよ
りも大きくなるように形成されている。
　このように構成された本発明においては、好ましくは、吸収機構は、伸び吸収しろが縮
み吸収しろよりも大きくなるように形成されているので、通水部部材が適正位置に配置さ
れた常温状態からの温度変化が比較的大きい比較的高温の湯水が通水路部材内に通水され
て通水路部材が膨張する比較的大きな伸びを吸収することができ、さらに常温状態からの
温度変化が比較的小さい比較的低温の湯水が通水路部材内に通水されて通水路部材が収縮
する比較的小さな縮みを吸収することができる。

【発明の効果】
【００１２】
　本発明のシャワーヘッドは、通水路部材に湯水の温度に応じた膨張・収縮が発生する場
合に、通水路部材の変形量と外観部材の変形量が異なるとしても、２箇所以上の位置の固
定部の間において連結される通水部部材の間に設けられた吸収機構により、通水路部材の
変形量と外観部材の変形量との違いを吸収することができ、固定部に応力が発生して外観
部材の表面上に設けられためっきの割れ・剥がれ等の破損、又は通水路部材の破損が発生
してしまうことを防止することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明の一実施形態によるシャワーヘッドを示す斜視図である。
【図２】本発明の一実施形態によるシャワーヘッドを示す分解斜視図である。
【図３】本発明の一実施形態によるシャワーヘッドを示す正面図である。
【図４】図３のIV-IV線に沿って見た断面の断面図である。
【図５】図３のV-V線に沿って見た断面の断面図である。
【図６】本発明の一実施形態によるシャワーヘッドの外観部材の第１外観部材を背面側か
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ら見た斜視図である。
【図７】本発明の一実施形態によるシャワーヘッドの外観部材の第２外観部材を正面側か
ら見た斜視図である。
【図８】本発明の一実施形態によるシャワーヘッドの通水路部材を分解して正面側の斜め
上方から見た分解斜視図である。
【図９】本発明の一実施形態によるシャワーヘッドの通水路部材を分解して基端部側から
第１吸収機構及び第２吸収機構の内部の通水路を見た分解斜視図である。
【図１０】本発明の一実施形態によるシャワーヘッドの通水路部材について、図４のX-X
線に沿って見た断面の断面図である。
【図１１】本発明の一実施形態によるシャワーヘッドの通水路部材について、図４のXI-X
I線に沿って見た断面の断面図である。
【図１２】本発明の一実施形態によるシャワーヘッドの通水路部材の第１吸収機構近傍の
部分拡大断面図である。
【図１３】本発明の一実施形態によるシャワーヘッドの通水路部材の第１吸収機構におい
て、通水路部材が伸び、第２通水部部材出口部と第３通水部部材入口部とがそれぞれ最も
伸びている状態を示す部分拡大断面図である。
【図１４】本発明の一実施形態によるシャワーヘッドの通水路部材の第１吸収機構におい
て、通水路部材が縮み、第２通水部部材出口部と第３通水部部材入口部とがそれぞれ最も
縮んでいる状態を示す部分拡大断面図である。
【図１５】本発明の一実施形態によるシャワーヘッドの通水路部材の第２吸収機構近傍の
部分拡大断面図である。
【図１６】本発明の一実施形態によるシャワーヘッドの通水路部材の第２吸収機構におい
て、通水路部材が伸び、第１通水部部材出口部と第２通水部部材入口部とがそれぞれ最も
伸びている状態を示す部分拡大断面図である。
【図１７】本発明の一実施形態によるシャワーヘッドの通水路部材の第２吸収機構におい
て、通水路部材が縮み、第１通水部部材出口部と第２通水部部材入口部とがそれぞれ最も
縮んでいる状態を示す部分拡大断面図である。
【図１８】本発明の一実施形態によるシャワーヘッドの通水路部材の第１吸収機構及び第
２吸収機構のそれぞれについて、通水路部材が伸びる場合及び通水路部材が縮む場合に対
し、基本余裕寸法と、公差考慮及び熱変形考慮及び給水膨張と、残存する隙間の最小値と
の関係を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下、添付図面を参照して本発明のシャワーヘッドの一実施形態について説明する。
　図１は、本発明の一実施形態によるシャワーヘッドを示す斜視図であり、図２は本発明
の一実施形態によるシャワーヘッドを示す分解斜視図であり、図３は本発明の一実施形態
によるシャワーヘッドを示す正面図であり、図４は図３のIV-IV線に沿って取った断面の
断面図である。
【００１５】
　図１乃至図４に示すように、本実施形態のシャワーヘッド１は、シャワーヘッド本体２
を備え、このシャワーヘッド本体２の上流側端部（基端部）には、給水源（図示せず）に
接続された湯水混合水栓装置等（図示せず）から延びる給水ホース（図示せず）が接続さ
れて給水源（図示せず）からの給水が供給される給水口２ａが形成されている。
　本実施形態のシャワーヘッド１への湯水の給水及び止水は、使用者が湯水混合水栓装置
等（図示せず）に内蔵された元バルブ（図示せず）を操作して給水と止水とを切り換える
ことにより行うことができる。
　一方、シャワーヘッド本体２の下流側端部に位置するヘッド部２ｂには、複数の散水孔
４が形成された散水板６が取り付けられており、シャワーヘッド本体２の給水口２ａから
シャワーヘッド本体２内に流入した湯水は、散水板６から突出する各散水孔４から吐水さ
れ、シャワー吐水が行われるようになっている。
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　また、シャワーヘッド本体２の給水口２ａとヘッド部２ｂとの間の部分は、使用時にシ
ャワーヘッド本体２の所定の取付位置（例えば壁掛け位置等）から取り外して把持可能な
把持部２ｃとなっている。
【００１６】
　なお、本発明において使用する用語「湯水」は、湯水混合水栓装置等において温度調節
されて湯と水が混合された湯水のみならず、外部水道から給水された水のみを給水させて
この水に湯を混合させていない水、適温まで加熱され水を混合させていない湯も含む意味
で使用されている。
　また、本発明においては、シャワーヘッド１の散水板６から洗浄水が吐水される側を、
正面側（前方側）とし、正面側から見てシャワーヘッド１の裏側を背面側（後方側）とし
、正面側から見てシャワーヘッド１の右側を右側とし、正面側から見てシャワーヘッド１
の左側を左側として説明する。
　また、本発明においては、図３及び図４に示すように、通水方向Ｄ１は、シャワーヘッ
ド本体２の長手方向となっている。通水方向Ｄ１は、下流向きの方向及び上流向きの方向
のいずれも含み、通水路に対して平行な方向の意義を有している。
【００１７】
　次に、図２乃至図７を参照して、本発明の実施形態によるシャワーヘッド１の内部構造
を説明する。
　図５は、図３のV-V線に沿って見た断面の断面図であり、図６は本発明の一実施形態に
よるシャワーヘッドの外観部材の第１外観部材を背面側から見た斜視図であり、図７は、
本発明の一実施形態によるシャワーヘッドの外観部材の第２外観部材を正面側から見た斜
視図である。
　シャワーヘッド本体２は、２つ以上の別体の通水管を連結し、供給された湯水が通水さ
れる通水路が形成される通水路部材８と、通水路部材８に接続され、流入した湯水を吐出
させる散水部１０と、内部に通水路部材８を固定する外観部材１２と、外観部材１２及び
通水路部材８の間で、通水路部材８を、２箇所以上の位置で外観部材１２に固定する固定
部１４と、を備えている。
【００１８】
　通水路部材８は、概ね筒形の通水路部材を形成し、シャワーヘッド本体２の給水口２ａ
からヘッド部２ｂまで延びている。通水路部材８は、内部に湯水を通水する。通水路部材
８は、外観部材１２内に配置され、外観部材１２に対して、軸方向（通水方向）Ｄ１に向
かう相対的な移動が規制されるように取付けられる。通水路部材８は、樹脂により形成さ
れている。通水路部材８の例えばセラミックプラスチック等の樹脂（例えば、ＡＢＳ樹脂
）は、約100×10-6/℃等の比較的大きな線膨張係数の値を有している。
【００１９】
　次に、図８乃至図１１を参照して、本発明の一実施形態によるシャワーヘッド１の通水
路部材８の構造を詳細に説明する。
　図８は、本発明の一実施形態によるシャワーヘッドの通水路部材を分解して正面側の斜
め上方から見た分解斜視図であり、図９は本発明の一実施形態によるシャワーヘッドの通
水路部材を分解して基端部側から第１吸収機構及び第２吸収機構の内部の通水路を見た分
解斜視図である。図１０は本発明の一実施形態によるシャワーヘッドの通水路部材につい
て、図４のX-X線に沿って見た断面の断面図であり、図１１は本発明の一実施形態による
シャワーヘッドの通水路部材について、図４のXI-XI線に沿って見た断面の断面図である
。
　通水路部材８は、シャワーホース（図示せず）に接続される第１通水部部材１６と、こ
の第１通水部部材１６よりヘッド部２ｂ側に延びる第２通水部部材１８と、散水室部２８
と第２通水部部材１８との間を接続する第３通水部部材２０とを有している。
【００２０】
　第１通水部部材１６は、細長い管状の部材であり、その基端部の入口部が、シャワーホ
ース（図示せず）が接続される給水口２ａを形成している。第１通水部部材１６の外側に
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設けられる外観部材１２の少なくとも一部は、使用者が把持可能な把持部２ｃを形成して
いる。第１通水部部材１６は、内部に湯水が通水する通水路を形成している。第１通水部
部材１６は、通水路部材８の正面側の外周面から立ち上がるように形成された正面側リブ
１６ｄと、通水路部材８の背面側の外周面から立ち上がるように形成された背面側リブ１
６ｅと、を有している。
【００２１】
　第１通水部部材１６は、第１通水部部材１６の下流端部側に設けられた第１通水部部材
出口部１６ｆにおいて第２通水部入口部１８ａと連結される。第１通水部部材出口部１６
ｆは、通水方向Ｄ１と交差する方向の横断面が楕円形状に形成されている。第１通水部部
材出口部１６ｆは、楕円の円筒形状を形成し、その形状が、後述する第２通水部部材入口
部１８ａの開口径と嵌合できるようなほぼ同様の形状を有している。
【００２２】
　第２通水部部材１８は、その第２通水部部材入口部１８ａが第１通水部部材１６の第１
通水部部材出口部１６ｆに連結される筒状の部材であり、その下流側の第２通水部部材出
口部１８ｂはヘッド部２ｂ近傍まで延びている。第２通水部部材１６は、内部に湯水が通
水する通水路を形成している。第２通水部部材１８の外側に設けられる外観部材１２の少
なくとも一部は、使用者が把持可能な把持部２ｃを形成している。
【００２３】
　第２通水部部材入口部１８ａは、筒状に形成され、内部が上流側に向かって比較的大き
く開口されている。第２通水部部材入口部１８ａは、通水方向Ｄ１と交差する方向の横断
面が楕円形状に形成されている。第２通水部部材入口部１８ａは、第１通水部部材出口部
１６ｆの開口径よりもわずかに大きな開口径を有している。従って、第２通水部部材入口
部１８ａは、自身の開口内に、その開口の大きさ及び形状と概ね合致するような大きさ及
び形状の第１通水部部材出口部１６ｆを受け入れることができる。すなわち、第２通水部
部材入口部１８ａは、自身の開口内に、第１通水部部材出口部１６ｆを受け入れた状態で
、入れ子構造を形成する。第２通水部部材入口部１８ａ及び第１通水部部材出口部１６ｆ
は、この入れ子構造を形成した状態で、互いに対して相対的に摺動することができる。
【００２４】
　第２通水部部材入口部１８ａ及び第１通水部部材出口部１６ｆの間には第１Ｏリング２
２が配置され、これらの部材の間の水密性が確保されている。第１Ｏリング２２は、入れ
子構造内の一方の第２通水部部材１８と他方の第１通水部部材１６との間をこれらの部材
が摺動可能であるようにシールするシール部材を備えている。シール部材は、Ｏリングの
他に、Ｕ字型パッキン等の互いに摺動する部材をシールできるシール部材を用いてもよい
。第１通水部部材出口部１６ｆには、第１Ｏリング２２が取付けられている。第１通水部
部材出口部１６ｆにおいて、第１Ｏリング２２が取付けられた部分の基部側の部分を第１
Ｏリング取付基部１６ｇとする。
【００２５】
　第２通水部部材出口部１８ｂは、円筒状に形成され、内部に概ね円形断面の通水路を形
成している。第２通水部部材出口部１８ｂは、円筒形状を形成し、その形状が、後述する
第３通水管入口部２０ａの開口径と嵌合できるようなほぼ同様の形状を有している。なお
、第２通水部部材出口部１８ｂは、その断面の形状が楕円形状に形成されていてもよい。
【００２６】
　第３通水部部材２０は、シャワーヘッドのヘッド部２ｂの後方において、散水室部２８
とヘッド部２ｂの背面を形成する後述する第２外観部材との間で固定される。第３通水部
部材２０は、その上流側において、第２通水部部材１８の第２通水部部材出口部１８ｂに
連結される第３通水部部材入口部２０ａと、第３通水部部材入口部２０ａの下流側に形成
される第３通水部部材中間部２０ｂと、その下流側においてヘッド部２ｂの中央近傍に開
口される第３通水部部材出口開口部２０ｃとを備えている。
【００２７】
　第３通水部部材入口部２０ａは、円筒状に形成され、内部が上流側に向かって比較的大
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きく開口されている。第３通水部部材入口部２０ａは、通水方向Ｄ１と交差する方向の横
断面が円形状に形成されている。第３通水部部材入口部２０ａは、内部に湯水が通水する
通水路が形成されている。なお、第３通水部部材入口部２０ａは、その断面の形状が楕円
形状に形成されていてもよい。
　第３通水部部材入口部２０ａは、第２通水部部材出口部１８ｂの開口径よりもわずかに
大きな開口径を有している。従って、第３通水部部材入口部２０ａは、自身の開口内に、
その開口の大きさ及び形状と概ね合致するような大きさ及び形状の第２通水部部材出口部
１８ｂを受け入れることができる。すなわち、第３通水部部材入口部２０ａは、自身の開
口内に、第２通水部部材出口部１８ｂを受け入れた状態で、入れ子構造を形成する。第３
通水部部材入口部２０ａ内に第２通水部部材出口部１８ｂが挿入されて互いに連結された
状態となり、この入れ子構造を形成した状態で、互いに対して相対的に摺動することがで
きる。
【００２８】
　第３通水部部材入口部２０ａ及び第２通水部部材出口部１８ｂの間には第２Ｏリング２
４が配置され、これらの部材の間の水密性が確保されている。第２Ｏリング２４は、入れ
子構造内の一方の第３通水部部材２０と他方の第２通水部部材１８との間をこれらの部材
が摺動可能であるようにシールするシール部材を備えている。シール部材は、Ｏリングの
他に、Ｕ字型パッキン等の互いに摺動する部材をシールできるシール部材を用いてもよい
。第２通水部部材出口部１８ｂには、第２Ｏリング２４が取付けられている。第２通水部
部材出口部１８ｂにおいて、第２Ｏリング２４が取付けられた部分の基部側の部分を第２
Ｏリング取付基部１８ｃとする。
【００２９】
　第３通水部部材中間部２０ｂは、内部に概ね楕円形断面の通水路を形成している。第３
通水部部材中間部２０ｂの内部の通水路の口径は、第３通水部部材入口部２０ａの内部の
通水路の口径よりも小さく形成されているため、第３通水部部材入口部２０ａから第３通
水部部材中間部２０ｂに向かって通水路が狭まるように形成されている。
　第３通水部部材出口開口部２０ｃは、シャワーヘッド１の正面側に向かって円形に開口
した開口部２６を形成し、散水室部２８が前方側から接続されるようになっている。第３
通水部部材出口開口部２０ｃは、第３通水路の下流側において、通水路が広がりながら散
水室部２８に接続されるように形成されている。開口部２６には、円形開口から外側に突
出した右側ビス取付部分２６ａ、左側ビス取付部分２６ｂ、及び頂部ビス取付部分２６ｃ
が設けられている。
　なお、第３通水部部材２０は、散水部１０内の通水路により形成されていてもよい。
【００３０】
　散水部１０は、シャワーヘッド本体２の正面側に散水孔４が多数設けられている散水板
６と、通水路部材８から供給された洗浄水を、散水板６の裏側全体に広げながら各散水孔
４に供給する流路を形成する散水室部２８と、を有している。
【００３１】
　散水板６は前面が円形に形成され、且つ多数の開口が形成され、この多数の開口から各
散水孔４が前方に向かってわずかに突出するように配置されている。散水孔４は、散水板
６の裏側から表側まで貫通する流路を形成している。散水孔４は、散水板６の裏側に形成
される散水室内の洗浄水を、自身の開口方向に沿って、正面側に吐水できるようになって
いる。図２等に示すように、散水板６の後側部分はその外周部分６ａが円筒状に後方に延
び、且つ中心が後方に開口され、この後側の部分の外周部分６ａを外観部材１２内にはめ
込むようにして取付けるようになっている。
【００３２】
　散水室部２８は、第３通水部部材２０の前方向きの開口部２６内に、自身の後部が受け
入れられ、第３通水部部材２０と接続される。これにより、第３通水部部材２０と散水室
部２８が連結される。
　散水室部２８は、第３通水部部材２０から供給された洗浄水を散水板６の散水孔４に導
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く流れを形成する。散水室部２８は、その内部において、第３通水部部材出口開口部２０
ｃから正面側に延びる散水室流路３０を形成している。この散水室流路３０は、下端部の
加速部３０ａに向って通水路が徐々に狭められるように形成されている。この加速部３０
ａにおいては、通水路が狭められているので、湯水が加速され、加速された湯水は、下流
側に形成されている散水室３０ｂから散水板に設けられた各散水孔４を通って外部へ勢い
よく吐出されるようになっている。
　このような、通水路部材８と散水部１０との流路の構成により、シャワー吐水時にシャ
ワーヘッド本体２の給水口２ａから流入した水は、第１通水部部材１６から、第２通水部
部材１８、及び、第３通水部部材２０を経て、散水室部２８に流入する。散水室部２８に
流入した洗浄水は、加速部３０ａにおいて加速され、散水室３０ｂから散水孔４を通って
外部へ吐出されるようになっている。
【００３３】
　外観部材１２は、通水路部材８に沿って分割される第１外観部材３２と第２外観部材３
４とを備えている。より具体的には、外観部材１２は、シャワーヘッド本体２の正面側の
外観部材１２の少なくとも一部を形成している第１外観部材３２と、シャワーヘッド本体
２の背面側の外観部材１２の少なくとも一部を形成している第２外観部材３４と、を備え
ている。第１外観部材３２と、第２外観部材３４とは、これらの間に通水路部材８を挟み
込むようにして配置される。
　外観部材１２は、樹脂により形成され、その外装表面には、被膜した金属のメッキ層１
２ａが設けられている。外観部材１２の例えばクロム等の金属のメッキ層は、約10×10-6

/℃等の比較的小さな線膨張係数の値を有している。
【００３４】
　第１外観部材３２は、シャワーヘッド本体２の正面側において、散水板６の下方からシ
ャワーヘッド本体２の給水口２ａまで延びている。第２外観部材３４は、シャワーヘッド
本体２の背面側において、シャワーヘッド本体２のヘッド部２ｂの背面側からシャワーヘ
ッド本体２の給水口２ａまで延びている。第１外観部材３２及び第２外観部材３４は、後
述するように互いに取付けた状態において、使用者が第１外観部材３２及び第２外観部材
３４を握りやすい比較的小径の把持部２ｃを形成するようになっている。
　なお、本実施形態においては、外観部材１２は、前後方向の中央近傍において、正面側
の第１外観部材３２と背面側の第２外観部材３４とに通水路部材８に沿って長手方向に分
割されているが、他の実施形態においては、外観部材１２は、正面側又は背面側等の他の
位置において、正面側の第１外観部材３２と背面側の第２外観部材３４とに通水路部材８
に沿って長手方向に分割されていてもよい。
【００３５】
　第１外観部材３２と第２外観部材３４とは、シャワーヘッド本体２のヘッド部２ｂにお
いて、第１外観部材３２の第１ビス取付部分３２ａと、第２外観部材３４の第１ビス受け
ボス部３４ａと、がビス３６の締結により比較的強固に固定され、さらに、第１外観部材
３２の第２ビス取付部分３２ｂと、第２外観部材３４の第２ビス受けボス部３４ｂと、が
ビス３６の締結により比較的強固に固定されている。シャワーヘッド本体２のヘッド部２
ｂにおける、ビス３６による取付け部分は、比較的強固に固定できるものの、ビス３６を
受け入れるためのビス受けボス部３４ａ、３４ｂのスペースを必要とする。シャワーヘッ
ド本体２のヘッド部２ｂにおいては、これらのビス受けボス部の設置スペースが確保され
ている。
【００３６】
　次に図２乃至図９を参照して、シャワーヘッド本体２の把持部２ｃ近傍における、通水
路部材８、第１外観部材３２及び第２外観部材３４の構造について説明する。
【００３７】
　本実施形態においては、通水路部材８の第１通水部部材１６が、通水方向に沿った溝部
を形成する第１溝部３８を有している。また、本実施形態においては、第１外観部材３２
は、第１溝部３８と嵌合する第１突起部３２ｄを有している。
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【００３８】
　第１通水路部材１６は、概ね筒形の通水路部材の外周面から外方に向かって突出する第
１列凸部１６ａと、第１列凸部１６ａから外周方向に所定間隔をあけてずらした位置で、
第１通水路部材１６の外周面から外方に向かって突出する中央列凸部１６ｂと、中央列凸
部１６ｂから外周方向に所定間隔をあけてずらした位置で、第１通水路部材１６の外周面
から外方に向かって突出する第２列凸部１６ｃとを備えている。
【００３９】
　図２及び図９等に示すように、第１列凸部１６ａと、中央列凸部１６ｂとが、平行に並
んで配置され、第１列凸部１６ａと、中央列凸部１６ｂとの間に第１溝部３８を形成して
いる。また、図２及び図９等に示すように、中央列凸部１６ｂと、第２列凸部１６ｃとが
、平行に並んで配置され、中央列凸部１６ｂと、第２列凸部１６ｃとの間に第２溝部４２
を形成している。
【００４０】
　第１外観部材３２は、シャワーヘッド１の前面に配置された状態で、シャワーヘッド１
の側方側の内周面から内側に突出する２つの第１突起部３２ｄが通水方向に列状に並んで
配置されている。第１突起部３２ｄは、通水方向Ｄ１に沿って直線的に並んだ２つの凸部
を形成している。
　第２外観部材３４は、シャワーヘッド１の後面に配置された状態で、シャワーヘッド１
の側方側の内周面から内側に突出する２つの第２突起部３４ｆが通水方向に列状に並んで
配置されている。第２突起部３４ｆは、通水方向に沿って直線的に並んだ２つの凸部を形
成している。
【００４１】
　次に図２及び９等を参照して、通水路部材８と外観部材１２とにより形成される第１ス
ライド機構、第２スライド機構について説明する。
【００４２】
　第１溝部３８と、第１突起部３２ｄとが、第１溝部３８内に第１突起部３２ｄを通水方
向Ｄ１に沿うようにスライドさせて受け入れることにより第１外観部材３２と通水路部材
８とを嵌合する第１スライド機構４４を形成している。すなわち、第１スライド機構４４
は、第１溝部３８と、第１突起部３２ｄとを備えている。第１スライド機構４４の第１外
観部材３２と通水路部材８とが嵌合されることにより、通水路部材８と第１外観部材３２
とが接続される。
　第１スライド機構４４は、第１溝部３８と、第１突起部３２ｄとが嵌合された状態で、
第１外観部材３２に対して、通水路部材８の回転方向の移動、例えば回動、ホース等を給
水口に取付ける場合に受けるねじりの力による移動、シャワーヘッドを落として衝撃を受
ける場合等に受ける開きの方向の移動等を規制するようになっている。第１スライド機構
４４は、第１突起部３２ｄを第１溝部３８に対してスライド移動させる方向、すなわち、
第１外観部材３２に対して、通水路部材８を通水方向に移動させることが可能になってい
る。また、第１スライド機構４４は、第１溝部３８と、第１突起部３２ｄとが嵌合された
状態となるので、第１外観部材３２に対して、通水路部材８がシャワーヘッドの前後方向
に移動することが規制され且つこれらの部材が外れにくくなっている。
【００４３】
　第２溝部４２と、第２突起部３４ｆとが、第２溝部４２内に第２突起部３４ｆを通水方
向Ｄ１に沿うようにスライドさせて受け入れることにより第２外観部材３４と通水路部材
８とを嵌合する第２スライド機構４６を形成している。すなわち、第２スライド機構４６
は、第２溝部４２と、第２突起部３４ｆとを備えている。第２スライド機構４６の通水路
部材８と第２外観部材３４とが嵌合されることにより、通水路部材８と第２外観部材３４
とが接続される。
　第２スライド機構４６は、第２溝部４２と、第２突起部３４ｆとが嵌合された状態で、
第２外観部材３４に対して、通水路部材８の回転方向の移動、例えば回動、ねじりの移動
、開きの移動等を規制するようになっている。第２スライド機構４６は、第２突起部３４
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ｆを第２溝部４２に対してスライド移動させる方向、すなわち、第２外観部材３４に対し
て、通水路部材８を通水方向に移動させることが可能になっている。また、第２スライド
機構４６は、第２溝部４２と、第２突起部３４ｆとが嵌合された状態となるので、第２外
観部材３４に対して、通水路部材８がシャワーヘッドの前後方向に移動することが規制さ
れ且つこれらの部材が外れにくくなっている。
【００４４】
　次に図２乃至９を参照して、通水路部材を外観部材に対して固定する固定部１４につい
て説明する。
　図２に示すように、固定部１４は、第３通水部部材２０と第２外観部材３４とを固定す
る第１固定部４８と、第２通水部部材１８と外観部材１２とを固定する第２固定部５０と
、第１通水部部材１６と外観部材１２とを固定する第３固定部５２と、を備えている。
【００４５】
　第１固定部４８は、ヘッド部２ｂにおいて、第３通水部部材２０と第２外観部材３４と
が固定される固定部である。第１固定部４８は、通水路部材を分割した一部材である第３
通水部部材２０を、個別に外観部材に対して固定している。
　第２外観部材３４には、さらに、ヘッド部２ｂにおける第２外観部材３４の内面から前
方側に立ち上がる第３ビス受けボス部３４ｃと、第４ビス受けボス部３４ｄと、及び第５
ビス受けボス部３４ｅと、が形成されている。
　第１固定部４８においては、第３通水部部材２０の右側ビス取付部分２６ａと、第２外
観部材３４の第３ビス受けボス部３４ｃと、がビス３６の締結により比較的強固に固定さ
れるようになっている。同様に、第１固定部４８においては、第３通水部部材２０の左側
ビス取付部分２６ｂと、第２外観部材３４の第４ビス受けボス部３４ｄと、がビス３６の
締結により比較的強固に固定されるようになっている。同様に、第１固定部４８において
は、第３通水部部材２０の頂部ビス取付部分２６ｃと、第２外観部材３４の第５ビス受け
ボス部３４ｅと、がビス３６の締結により比較的強固に固定されるようになっている。
【００４６】
　図５に示すように、第２固定部５０は、第１外観部材３４及び第２外観部材３４が第２
通水部部材１８を固定する固定部である。第２固定部５０は、通水路部材を分割した一部
材である第２通水部部材１８を、個別に外観部材に対して固定する。第２通水部部材１８
は、通水路部材８の正面側の外周面から立ち上がるように形成された第２通水部部材正面
側リブ１８ｄと、通水路部材８の背面側の外周面から立ち上がるように形成された第２通
水管背面側リブ１８ｅと、を備えている。
　また、第１外観部材３２は、第１外観部材３２の後側の内周面から立ち上がるように形
成された第２背面側リブ３２ｆを備え、第２外観部材３４は、第２外観部材３４の前側の
内周面から立ち上がるように形成された第２正面側リブ３４ｈと、を備えている。
【００４７】
　第１外観部材３２の第２背面側リブ３２ｆは、第２通水部部材１８の第２通水部部材正
面側リブ１８ｄと、係合することによって、第２通水部部材１８の給水口２ａの方向への
移動を規制するようになっている。第２外観部材３４の第２正面側リブ３４ｈは、第２通
水部部材１８の第２通水管背面側リブ１８ｅと、係合することによって、第２通水部部材
１８のヘッド部２ｂの方向への移動を規制するようになっている。従って、第２背面側リ
ブ３２ｆ及び第２正面側リブ３４ｈによって、第２通水部部材１８を外観部材１２に対し
て主に長手方向に固定している。
【００４８】
　第３固定部５２は、第１外観部材３２及び第２外観部材３４が第１通水部部材１６を固
定する固定部である。第３固定部５２は、通水路部材８を分割した一部材である第１通水
部部材１６を、個別に外観部材１２に対して固定している。第１通水部部材１６は、通水
路部材８の正面側の外周面から立ち上がるように形成された第１通水部正面側リブ１６ｄ
と、通水路部材８の背面側の外周面から立ち上がるように形成された第１通水部背面側リ
ブ１６ｅと、を備えている。
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　また、第１外観部材３２は、第１外観部材３２の後側の内周面から立ち上がるように形
成された第１背面側リブ３２ｅを備え、第２外観部材３４は、第２外観部材３４の前側の
内周面から立ち上がるように形成された第１正面側リブ３４ｇを備えている。
【００４９】
　第１外観部材３２の第１背面側リブ３２ｅは、第１通水部部材１６の第１通水部正面側
リブ１６ｄと、係合することによって、第１通水部部材１６の給水口２ａの方向への移動
を規制するようになっている。第２外観部材３４の第１正面側リブ３４ｇは、第１通水部
部材１６の第１通水部背面側リブ１６ｅと、係合することによって、第１通水部部材１６
のヘッド部２ｂの方向への移動を規制するようになっている。従って、第１背面側リブ３
２ｅ及び第１正面側リブ３４ｇによって、第１通水部部材１６を外観部材１２に対して主
に長手方向に固定している。
【００５０】
　本実施形態においては、第１固定部４８、第２固定部５０及び第３固定部５２は、通水
路部材８を外観部材１２に対して固定する又は移動を抑制する他の係合方法、例えばビス
止め、ネジ止め、スナップフィット等による固定部であってもよい。
　また、通水路部材８を外観部材１２に対して固定する固定部の数は、２箇所以上の複数
の数で変更することが可能である。例えば、通水路部材８を２分割して２つの通水部部材
に分割する場合には、それぞれの通水部部材を外観部材１２に対して固定するように２つ
の固定部を設けることができる。例えば、通水路部材８を４分割して４つの通水部部材に
分割する場合には、それぞれの通水部部材を外観部材１２に対して固定するように４つの
固定部を設けることができる。なお、通水路部材８を分割した場合に、通水路部材８を２
箇所以上の位置で外観部材１２に固定する固定部が設けられていれば、それぞれの通水部
部材に１つの固定部が設けられていなくてもよい。また、通水路部材８が２つ以上に分割
される場合に、それぞれの通水部部材に１つ以上の固定部を設けるようにし、１つの通水
部部材に２つ以上の固定部が設けられていてもよい。
【００５１】
　次に図１２及び図１５を参照して、第１吸収機構５４及び第２吸収機構５６の詳細につ
いて説明する。
　図１２は本発明の一実施形態によるシャワーヘッドの通水路部材の第１吸収機構近傍の
部分拡大断面図であり、図１５は本発明の一実施形態によるシャワーヘッドの通水路部材
の第２吸収機構近傍の部分拡大断面図である。
【００５２】
　第２通水部部材出口部１８ｂと第３通水部部材入口部２０ａとは、通水路部材８の変形
量、例えば第２通水部部材１８及び第３通水部部材２０の変形量を吸収する第１吸収機構
５４を形成している。第１吸収機構５４は、２箇所以上の位置の固定部の間（例えば、第
１固定部４８と、第２固定部５０との間）において通水管同士を接続している。よって、
第１吸収機構５４は、２箇所の固定部の間において、外観部材１２の変形量と、通水路部
材８の変形量との差を吸収することができる。
　第１吸収機構５４は、一方の通水管の端部（第２通水部部材出口部１８ｂ）を他方の通
水管の端部（第３通水部部材入口部２０ａ）内に挿入した入れ子構造を形成し、この入れ
子構造内の一方の第２通水部部材出口部１８ｂと他方の第３通水部部材入口部２０ａとの
間をこれらの部材が摺動可能であるようにシールする第２Ｏリング２４を備えている。な
お、第１吸収機構５４は、一方の通水管の端部（第３通水部部材入口部２０ａ）を他方の
通水管の端部（第２通水部部材出口部１８ｂ）内に挿入した入れ子構造を形成してもよい
。
【００５３】
　第１吸収機構５４は、通水路部材８が適正位置（基準位置）に対して延伸して前進した
とき、及び通水路部材８が適正位置に対して収縮して後退したときにも、第２通水部部材
出口部１８ｂと第３通水部部材入口部２０ａとの接続部分での水密性が維持される。第１
吸収機構５４は、さらに、通水路部材８が適正位置に対して収縮して後退したとき、及び
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通水路部材８が適正位置に対して延伸して前進したときにも第２通水部部材出口部１８ｂ
の第２通水部部材出口側端１８ｆと第３通水部部材入口部２０ａの第３通水部部材入口側
内部端２０ｄとの間に通水方向Ｄ１に隙間が残るように、通水部部材同士を接続する接続
機構を形成している。よって、第１吸収機構５４において、第２通水部部材出口部１８ｂ
と第３通水部部材入口部２０ａとが接続されているとき、第２通水部部材出口部１８ｂと
第３通水部部材入口部２０ａとは、互いに通水方向に摺動することが可能であり、第２通
水部部材出口部１８ｂ及び/又は第３通水部部材入口部２０ａが変形を受けて移動した場
合に、その変形量が第１吸収機構５４を介して他の通水部部材に伝達されないようになっ
ている。
　第１吸収機構５４は、第２通水部部材１８と、第３通水部部材２０とが互いに移動する
場合にもこれらの移動の変位を許容しながら接続を維持することができる。第１吸収機構
５４は、通水部部材同士の接続を維持しながら、全体の通水路部材８の長さを可変とする
ことができる。
【００５４】
　第１吸収機構５４においては、初期状態においては、第１固定部４８及び第２固定部５
０等により第２通水部部材１８及び第３通水部部材２０は当初意図された適正位置に設置
され、この状態において、第２通水部部材出口部１８ｂと第３通水部部材入口部２０ａと
が互いに適正位置に配置されるようになっている。図１２において、第１吸収機構５４に
おいて、第２通水部部材出口部１８ｂと第３通水部部材入口部２０ａとが互いに適正位置
に配置されている様子を示している。
【００５５】
　第２通水部部材出口部１８ｂと第３通水部部材入口部２０ａとは、基本的に適正位置に
配置されているが、高温の湯水が通水路内に通水される場合には、第２通水部部材１８及
び第３通水部部材２０が膨張変形をする。この場合、第１吸収機構５４において、第３通
水部部材入口部２０ａは基部側方向に延伸するように変形し、第３通水部部材入口部２０
ａに組み合っている第２通水部部材出口部１８ｂは先端部側方向に延伸するように変形す
る。第１吸収機構５４において、第２通水部部材出口側端１８ｆと第３通水部部材入口側
内部端２０ｄとが、互いに近づく向きに移動するが、互いの間に通水方向に隙間が残って
いる状態となる。
　一方、高温の湯水が通水路内に通水される場合において、第１外観部材３２及び第２外
観部材３４は、金属のメッキ層を有しているため、線膨張係数（熱膨張係数）が比較的小
さくなり、第１外観部材３２及び第２外観部材３４が、膨張変形をする変形量が比較的小
さくなっている。よって、同じ温度の高温の湯水が通水路内に通水される場合において、
外観部材１２の通水方向Ｄ１の変形量と、通水路部材８の通水方向Ｄ１の変形量とが互い
に異なる。この変形量の違いが、第３通水部部材２０と第２外観部材３４とが固定される
第１固定部４８、第１外観部材３４及び第２外観部材３４が第２通水部部材１８を固定す
る第２固定部５０、第１外観部材３２及び第２外観部材３４が第１通水部部材１６を固定
する第３固定部５２、に応力を生じさせる可能性がある。このような応力は、各固定部が
固定されている外観部材の表面上にもうけられた金属めっきの割れ、はがれ等の変形、破
損等、及び/又は通水路部材の変形、破損等を生じさせる原因となる。従って、このよう
な応力が生じないように、本発明においては、第１吸収機構５４において、第１外観部材
３２及び第２外観部材３４が、膨張変形をする変形量に対して、第１通水部部材１６、第
２通水部部材１８及び第３通水部部材２０が膨張変形をする変形量を吸収する。
【００５６】
　別の言い方をすれば、例えば、第１固定部４８と第２固定部５０との間の距離は第１外
観部材３２及び第２外観部材３４側の変形量に応じて変動する、これに対して、第１固定
部４８と第２固定部５０との間において、第３通水部部材２０及び第２通水部部材１８が
より大きな延伸変形をしたとしても、その延伸した部分が第１吸収機構５４内で吸収され
、第１固定部４８と第２固定部５０との間の第３通水部部材２０及び第２通水部部材１８
の長さも外観部材の長さと同様に追随されることとなる。
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　従って、第１外観部材３２及び第２外観部材３４が、膨張変形をする変形量に対して、
第３通水部部材２０及び第２通水部部材１８が膨張変形をする変形量がほぼ同様となり、
各固定部に変形、破損等をもたらすような比較的大きな応力がかかることを抑制すること
ができる。
【００５７】
　第２通水部部材出口部１８ｂと第３通水部部材入口部２０ａとは、基本的に適正位置に
配置されているが、低温の湯水が通水路内に通水される場合には、第３通水部部材２０及
び第２通水部部材１８が収縮変形をする。この場合、第１吸収機構５４において、第３通
水部部材入口部２０ａは先端側方向に収縮するように変形し、第３通水部部材入口部２０
ａ内に組み合っている第２通水部部材出口部１８ｂは基部側方向に収縮するように変形す
る。第１吸収機構５４において、第２通水部部材出口側端１８ｆと第３通水部部材入口側
内部端２０ｄとが、互いに離れる向きに移動するが、入れ子構造内で互いに接続した状態
を維持し、互いの接続部分において外れることなく水密性が維持される状態となっている
。
　より具体的には、第２通水部部材出口部１８ｂと第３通水部部材入口部２０ａとが、互
いに離れる向きに移動するとき、第２Ｏリング取付基部１８ｃと第３通水部入口側外周端
２０ｅとの間に隙間が残っている状態が維持され、空気が第２Ｏリング２４のシール部分
から流入してしまい、水密性が維持されなくなるのを防ぐ。すなわち、第２Ｏリング取付
基部１８ｃと第２通水部入口側外周端２０ｅとが互いに接している状態を維持し、第２Ｏ
リング２４のシール機能を維持して、水密性を保っている。
【００５８】
　一方、低温の湯水が通水路内に通水される場合において、第１外観部材３２及び第２外
観部材３４は、金属のメッキ層を有しているため、線膨張係数（熱膨張係数）が比較的小
さく、第１外観部材３２及び第２外観部材３４が、収縮変形をする変形量が比較的小さく
なっている。よって、同じ温度の低温の湯水が通水路内に通水される場合において、外観
部材１２の通水方向Ｄ１の変形量と、通水路部材８の通水方向Ｄ１の変形量とが互いに異
なる。この変形量の違いが、第３通水部部材２０と第２外観部材３４とが固定される第１
固定部４８、第１外観部材３４及び第２外観部材３４が第２通水部部材１８を固定する第
２固定部５０、第１外観部材３２及び第２外観部材３４が第１通水部部材１６を固定する
第３固定部５２、に応力を生じさせる可能性がある。このような応力は、各固定部が固定
されている外観部材の表面上にもうけられた金属めっきの割れ、はがれ等の変形、破損等
、及び/又は通水路部材の変形、破損等を生じさせる原因となる。従って、このような応
力が生じないように、本発明においては、第１吸収機構５４において、第１外観部材３２
及び第２外観部材３４が、収縮変形をする変形量に対して、第１通水部部材１６、第２通
水部部材１８及び第３通水部部材２０が収縮変形をする変形量の差異を吸収する。
【００５９】
　別の言い方をすれば、例えば、第１固定部４８と第２固定部５０との間の距離は第１外
観部材３２及び第２外観部材３４側の変形量に応じて変動する、これに対して、第１固定
部４８と第２固定部５０との間において、第３通水部部材２０及び第２通水部部材１８が
より大きな収縮変形をしたとしても、その収縮した部分が第１吸収機構５４内で吸収され
、第１固定部４８と第２固定部５０との間の第３通水部部材２０及び第２通水部部材１８
の長さも外観部材の長さと同様に追随されることとなる。
　従って、第１外観部材３２及び第２外観部材３４が、収縮変形をする変形量に対して、
第３通水部部材２０及び第２通水部部材１８が収縮変形をする変形量がほぼ同様となり、
各固定部に変形、破損等をもたらすような比較的大きな応力がかかることを抑制すること
ができる。
【００６０】
　第１通水部部材出口部１６ｆと第２通水部部材入口部１８ａとは、通水路部材８の変形
量、例えば第１通水部部材１６及び/又は第２通水部部材１８の変形量を吸収する第２吸
収機構５６を形成している。第２吸収機構５６は、 ２箇所以上の位置の固定部の間（例
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えば、第２固定部５０と、第３固定部５２との間）において通水管同士を接続している。
よって、第２吸収機構５６は、 ２箇所の固定部の間において、外観部材１２の変形量と
、通水路部材８の変形量との差を吸収することができる。
　第２吸収機構５６は、一方の通水管の端部（第１通水部部材出口部１６ｆ）を他方の通
水管の端部（第２通水部部材入口部１８ａ）内に挿入した入れ子構造を形成し、この入れ
子構造内の一方の第１通水部部材出口部１６ｆと他方の第２通水部部材入口部１８ａとの
間をこれらの部材が摺動可能であるようにシールする第１Ｏリング２２を備えている。な
お、第２吸収機構５６は、一方の通水管の端部（第２通水部部材入口部１８ａ）を他方の
通水管の端部（第１通水部部材出口部１６ｆ）内に挿入した入れ子構造を形成してもよい
。
【００６１】
　第２吸収機構５６は、通水路部材８が適正位置に対して延伸して前進したとき、及び通
水路部材８が適正位置に対して収縮して後退したときにも、第１通水部部材出口部１６ｆ
と第２通水部部材入口部１８ａとの接続部分での水密性が維持される。
　第２吸収機構５６は、さらに、通水路部材８が適正位置に対して収縮して後退したとき
、及び通水路部材８が適正位置に対して延伸して前進したときにも、第１通水部部材出口
部１６ｆの第１通水部部材出口側端１６ｈと第２通水部部材入口部１８ａの第２通水管入
口側内部端１８ｇとの間に通水方向に隙間が残るように、通水部部材同士を接続する接続
機構を形成している。よって、第２吸収機構５６において、第１通水部部材出口部１６ｆ
と第２通水部部材入口部１８ａとが接続されているとき、第１通水部部材出口部１６ｆと
第２通水部部材入口部１８ａとは、互いに通水方向に摺動することが可能であり、第１通
水部部材出口部１６ｆと第２通水部部材入口部１８ａとが変形を受けて移動した場合に、
その変形量が第２吸収機構５６を介して他の通水管に伝達されないようになっている。
　第２吸収機構５６は、第１通水部部材１６と、第２通水部部材１８とが互いに移動する
場合にもこれらの移動の変位を許容しながら接続を維持することができる。第２吸収機構
５６は、通水部部材同士の接続を維持しながら、全体の通水路部材８の長さを可変とする
ことができる。
【００６２】
　第２吸収機構５６においては、初期状態においては、図４に示すように、第２固定部５
０及び第３固定部５２等により第１通水部部材１６及び第２通水部部材１８は当初意図さ
れた適正位置に設置され、この状態において、第１通水部部材出口部１６ｆと第２通水部
部材入口部１８ａとが、図１５に示すように、互いに適正位置に配置されるようになって
いる。図１５において、第２吸収機構５６において、第１通水部部材出口部１６ｆと第２
通水部部材入口部１８ａとが互いに適正位置に配置されている様子を示している。
【００６３】
　第１通水部部材出口部１６ｆと第２通水部部材入口部１８ａとは、基本的に適正位置に
配置されているが、高温の湯水が通水路内に通水される場合には、第１通水部部材１６及
び第２通水部部材１８等が膨張変形をする。この場合、第２吸収機構５６において、第２
通水部部材入口部１８ａは基部側方向に延伸するように変形し、第２通水部部材入口部１
８ａ内の第１通水部部材出口部１６ｆは先端部側方向に延伸するように変形する。第２吸
収機構５６において、第１通水部部材出口側端１６ｈと第２通水管入口側内部端１８ｇと
が、互いに近づく向きに移動するが、互いの間に通水方向に隙間が残っている状態となる
。
　一方、高温の湯水が通水路内に通水される場合において、第１外観部材３２及び第２外
観部材３４は、金属のメッキ層を有しているため、線膨張係数（熱膨張係数）が比較的小
さくなり、第１外観部材３２及び第２外観部材３４が、膨張変形をする変形量が比較的小
さくなっている。よって、同じ温度の高温の湯水が通水路内に通水される場合において、
外観部材１２の通水方向Ｄ１の変形量と、通水路部材８の通水方向Ｄ１の変形量とが互い
に異なる。この変形量の違いが、第３通水部部材２０と第２外観部材３４とが固定される
第１固定部４８、第１外観部材３４及び第２外観部材３４が第２通水部部材１８を固定す
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る第２固定部５０、第１外観部材３２及び第２外観部材３４が第１通水部部材１６を固定
する第３固定部５２、に応力を生じさせる可能性がある。このような応力は、各固定部が
固定されている外観部材の表面上にもうけられた金属めっきの割れ、はがれ等の変形、破
損等、及び/又は通水路部材の変形、破損等を生じさせる原因となる。従って、本発明に
おいては、このような応力が生じないように、第１吸収機構５４において、第１外観部材
３２及び第２外観部材３４が、膨張変形をする変形量に対して、第１通水部部材１６、第
２通水部部材１８及び第３通水部部材２０が膨張変形をする変形量を吸収する。
【００６４】
　別の言い方をすれば、例えば、第２固定部５０と第３固定部５２との間の距離は第１外
観部材３２及び第２外観部材３４側の変形量に応じて変動する、これに対して、第２固定
部５０と第３固定部５２との間において、第１通水部部材１６及び第２通水部部材１８が
より大きな延伸変形をしたとしても、その延伸した部分が第２吸収機構５６内で吸収され
、第２固定部５０と第３固定部５２との間の第１通水部部材１６及び第２通水部部材１８
の長さも外観部材の長さと同様に追随されることとなる。
　従って、第１外観部材３２及び第２外観部材３４が、膨張変形をする変形量に対して、
第１通水部部材１６及び第２通水部部材１８が膨張変形をする変形量がほぼ同様となり、
各固定部に変形、破損等をもたらすような比較的大きな応力がかかることを抑制すること
ができる。
【００６５】
　第１通水部部材出口部１６ｆと第２通水部部材入口部１８ａとは、図４に示すように、
基本的に適正位置に配置されているが、低温の湯水が通水路内に通水される場合には、第
１通水部部材１６及び第２通水部部材１８が収縮変形をする。この場合、第２吸収機構５
６において、第２通水部部材入口部１８ａは先端側方向に収縮するように変形し、第２通
水部部材入口部１８ａ内に組み合っている第１通水部部材出口部１６ｆは基部側方向に収
縮するように変形する。第２吸収機構５６において、第１通水部部材出口部１６ｆと第２
通水部部材入口部１８ａとが、互いに離れる向きに移動するが、入れ子構造内で互いに接
続した状態を維持し、互いの接続部分において水密性が維持される状態となっている。
　より具体的には、第１通水部部材出口部１６ｆと第２通水部部材入口部１８ａとが、互
いに離れる向きに移動するとき、第１Ｏリング取付基部１６ｇと第２通水部入口側外周端
１８ｈとの間に隙間が残っている状態が維持され、空気が第１Ｏリング２２のシール部分
から流入してしまい、水密性が維持されなくなるのを防ぐ。すなわち、第１Ｏリング取付
基部１６ｇと第２通水部入口側外周端１８ｈとが互いに接している状態を維持し、第１Ｏ
リング２２のシール機能を維持して、水密性を保っている。
【００６６】
　一方、低温の湯水が通水路内に通水される場合において、第１外観部材３２及び第２外
観部材３４は、金属のメッキ層を有しているため、線膨張係数（熱膨張係数）が比較的小
さく、第１外観部材３２及び第２外観部材３４が、収縮変形をする変形量が比較的小さく
なっている。よって、同じ温度の低温の湯水が通水路内に通水される場合において、外観
部材１２の通水方向Ｄ１の変形量と、通水路部材８の通水方向Ｄ１の変形量とが互いに異
なる。この変形量の違いが、第３通水部部材２０と第２外観部材３４とが固定される第１
固定部４８、第１外観部材３４及び第２外観部材３４が第２通水部部材１８を固定する第
２固定部５０、第１外観部材３２及び第２外観部材３４が第１通水部部材１６を固定する
第３固定部５２、に応力を生じさせる可能性がある。このような応力は、各固定部が固定
されている外観部材の表面上にもうけられた金属めっきの割れ、はがれ等の変形、破損等
、及び/又は通水路部材の変形、破損等を生じさせる原因となる。従って、本発明におい
ては、このような応力が生じないように、第２吸収機構５６において、第１外観部材３２
及び第２外観部材３４が、収縮変形をする変形量に対して、第１通水部部材１６、第２通
水部部材１８及び第３通水部部材２０が収縮変形をする変形量の差異を吸収する。
【００６７】
　別の言い方をすれば、例えば、第２固定部５０と第３固定部５２との間の距離は第１外
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観部材３２及び第２外観部材３４側の変形量に応じて変動する。これに対して、第２固定
部５０と第３固定部５２との間において、第２通水部部材１８及び第１通水部部材１６が
より大きな収縮変形をしたとしても、その収縮した部分が第２吸収機構５６内で吸収され
、第２固定部５０と第３固定部５２との間の第２通水部部材１８及び第１通水部部材１６
の長さも外観部材の長さと同様に追随されることとなる。
　従って、第１外観部材３２及び第２外観部材３４が、収縮変形をする変形量に対して、
第２通水部部材１８及び第１通水部部材１６が収縮変形をする変形量がほぼ同様となり、
各固定部に変形、破損等をもたらすような比較的大きな応力がかかることを抑制すること
ができる。
【００６８】
　次に、図１２乃至図１８を参照して、本発明の一実施形態によるシャワーヘッド１の第
１吸収機構５４及び第２吸収機構５６の伸び吸収しろと、縮み吸収しろとの関係について
説明する。
　図１３は本発明の一実施形態によるシャワーヘッドの通水路部材の第１吸収機構におい
て、通水路部材が伸び、第２通水部部材出口部と第３通水部部材入口部とがそれぞれ最も
伸びている状態を示す部分拡大断面図であり、図１４は本発明の一実施形態によるシャワ
ーヘッドの通水路部材の第１吸収機構において、通水路部材が縮み、第２通水部部材出口
部と第３通水部部材入口部とがそれぞれ最も縮んでいる状態を示す部分拡大断面図であり
、図１６は本発明の一実施形態によるシャワーヘッドの通水路部材の第２吸収機構におい
て、通水路部材が伸び、第１通水部部材出口部と第２通水部部材入口部とがそれぞれ最も
伸びている状態を示す部分拡大断面図であり、図１７は本発明の一実施形態によるシャワ
ーヘッドの通水路部材の第２吸収機構において、通水路部材が縮み、第１通水部部材出口
部と第２通水部部材入口部とがそれぞれ最も縮んでいる状態を示す部分拡大断面図であり
、図１８は本発明の一実施形態によるシャワーヘッドの通水路部材の第１吸収機構及び第
２吸収機構のそれぞれについて、通水路部材が伸びる場合及び通水路部材が縮む場合に対
し、基本余裕寸法と、公差考慮及び熱変形考慮及び給水膨張と、残存する隙間の最小値と
の関係を示す図である。
【００６９】
　第１吸収機構５４は、通水路部材８が適正位置にある状態から伸びたときに通水部部材
同士の間に通水方向Ｄ１の隙間が残るような、適正位置から先端側に伸びる余裕隙間を有
する伸び吸収しろＰ１と、通水路部材８が適正位置にある状態から縮んだときに接続部分
での水密性が維持されるような、適正位置から基部側に縮む余裕隙間を有する縮み吸収し
ろＱ１と、を備え、伸び吸収しろＰ１は、縮み吸収しろＱ１よりも大きくなるように形成
されている。
【００７０】
　図１２に示すように、通水路部材８が外観部材１２内で固定部により固定された状態且
つ常温状態（室温状態）において、第２通水部部材出口側端１８ｆは、第３通水部部材入
口部２０ａ内において、適正位置（基準位置）Ａ１の位置に位置している。このとき、第
３通水部部材入口側内部端２０ｄの位置は、Ｂ１の位置に位置している。このＡ１Ｂ１間
の距離は、基本余裕寸法（吸収しろ）ｄ１に設定され、伸び吸収しろＰ１を含む距離とさ
れている。例えば、通水路部材８の伸びに対する基本余裕寸法（吸収しろ）ｄ１は、２ｍ
ｍに設定されることができる。
　また、通水路部材８が外観部材１２内で固定部により固定された状態且つ常温状態にお
いて、第２通水部部材出口部１８ｂの第２Ｏリング取付基部１８ｃは、第３通水部部材入
口部２０ａ内において、Ｃ１の適正位置に位置している。このとき、第３通水部入口側外
周端２０ｅは、Ｅ１の位置に位置している。このＣ１Ｅ１間の距離は、縮みに対する基本
余裕寸法ｄ２に設定され、縮み吸収しろＱ１を含む距離とされている。例えば、通水路部
材８の縮みに対する基本余裕寸法（吸収しろ）ｄ２は、１ｍｍに設定されることができる
。
【００７１】
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　このような基本余裕寸法（吸収しろ）は、想定される製造公差の変形量を考慮したもの
(以後、公差考慮と称する)、及び湯水の温度変化が生じた場合に、想定される熱変形の変
形量を考慮したもの(以後、熱変形考慮と称する)、及び樹脂が水を吸う吸水による膨張変
形の変形量を考慮したもの（以後、吸水膨張と称する）を考慮した場合に最低でも所定の
隙間ｓ１、ｓ２が残る余裕寸法により規定されている。
　上記の湯水の温度変化が生じた場合には、例えば、湯水の約７０度程度までの温度上昇
が生じた場合や、湯水の約０度近くまでの温度低下が生じた場合等が含まれる。
　なお、シャワーヘッドにおいては、湯水の常温状態（約２０度の室温状態）からの温度
変化は、高温側が約７０度程度までの温度変化、低温側が約０度近くまでの温度変化が可
能になっている。
【００７２】
　図１３においては、第１吸収機構５４において、湯水の約７０度程度までの温度上昇（
シャワーヘッドに通水される湯水が最も高い温度まで上昇されたと仮定した温度上昇）が
生じた場合の通水路部材８の最も伸びている状態を示している。第２通水部部材出口側端
１８ｆは、位置Ａ２の位置まで先端側に向かって伸びている。このとき、第３通水部部材
入口側内部端２０ｄは、Ｂ２の位置まで基部側に向かって伸びている。
　さらに、図１３及び図１８に示すように、例えば、通水路部材８の伸びに対する基本余
裕寸法がｄ１（ｍｍ）以上の値に設定されている場合には、公差考慮のａ１（ｍｍ）と、
熱変形考慮のｂ１（ｍｍ）の膨張変形量と、吸水膨張のｃ１（ｍｍ）との全ての合計の変
形量を考慮したとしても、０ｍｍより大きい所定の隙間ｓ１がＡ２Ｂ２間に残ることとな
る。
　第２通水部部材出口側端１８ｆと第３通水部部材入口側内部端２０ｄとの間の基本余裕
寸法ｄ１が担保されていれば、このように湯水の温度上昇時（これに伴う通水路部材８の
温度上昇時）に、第２通水部部材出口側端１８ｆと第３通水部部材入口側内部端２０ｄと
の間の距離が減少しても、第２通水部部材出口側端１８ｆと第３通水部部材入口側内部端
２０ｄとの間の距離が０より大きい値となる、すなわち第２通水部部材出口側端１８ｆと
第３通水部部材入口側内部端２０ｄとが当接しないような隙間ｓ１が残存する。また、好
ましくは、第２通水部部材出口側端１８ｆと第３通水部部材入口側内部端２０ｄとの間に
伸び吸収しろＰ１が担保されていれば、同様の湯水の温度上昇時に、第２通水部部材出口
側端１８ｆと第３通水部部材入口側内部端２０ｄとが接しないような隙間ｓ１が残存する
。
【００７３】
　次に、図１４においては、第１吸収機構５４において、湯水の約０度近くまでの温度低
下（シャワーヘッドに通水される湯水が最も低い温度まで低減されたと仮定した温度低下
）が生じた場合の通水路部材８の最も縮んでいる状態を示している。第２Ｏリング取付基
部１８ｃは、第２通水部部材１８が縮むことにより、位置Ｃ２の位置まで基部側に向かっ
て縮んでいる。このとき、第３通水部入口側外周端２０ｅは、第３通水部部材２０が縮む
ことにより、Ｅ２の位置まで先端側に向かって縮んでいる。
　さらに、図１４及び図１８に示すように、例えば、湯水の約０度近くまでの温度低下が
生じた場合に、基本余裕寸法がｄ２（ｍｍ）以上の値に設定されている場合には、公差考
慮のａ２（ｍｍ）と、熱変形考慮のｂ２（ｍｍ）の収縮変形量との合計の変形量を考慮し
たとしても、０ｍｍより大きい所定の隙間ｓ２がＣ２Ｅ２間に残ることとなる。
　第２Ｏリング取付基部１８ｃと第３通水部入口側外周端２０ｅとの間の基本余裕寸法ｄ
２が担保されていれば、湯水の温度低下時（これに伴う通水路部材の温度低下時）に、各
通水部部材の収縮に伴い、第２Ｏリング取付基部１８ｃと第３通水部入口側外周端２０ｅ
との間の距離が減少しても、第２Ｏリング取付基部１８ｃと第３通水部入口側外周端２０
ｅとの間の距離が０より大きい値となる、すなわち第２Ｏリング取付基部１８ｃと第３通
水部入口側外周端２０ｅとが接しないような隙間ｓ２が残存する。また、好ましくは、第
２Ｏリング取付基部１８ｃと第３通水部入口側外周端２０ｅとの間に縮み吸収しろＱ１が
担保されていれば、同様の湯水の温度低下時に、第２Ｏリング取付基部１８ｃと第３通水
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部入口側外周端２０ｅとが接しないような隙間ｓ２が残存する。従って、第２Ｏリング取
付基部１８ｃと第３通水部入口側外周端２０ｅとが接するような位置となって、例えばい
わゆるシール外れと称するような、第２Ｏリング２４の部分から空気が流入して接続部分
において水密性が維持されなくなる状態となることを防ぐ。
【００７４】
　また、図１５に示すように、通水路部材８が外観部材１２内で固定部により固定された
状態且つ常温状態において、第１通水部部材出口側端１６ｈは、第２通水部部材入口部１
８ａにおいて、適正位置Ａ３の位置に位置している。このとき、第２通水管入口側内部端
１８ｇの位置は、Ｂ３の位置に位置している。このＡ３Ｂ３間の距離は、基本余裕寸法（
吸収しろ）ｄ３に設定され、伸び吸収しろＰ２を含む距離とされている。
　また、通水路部材８が外観部材１２内で固定部により固定された状態且つ常温状態にお
いて、第１通水部部材出口部１８ｆの第２Ｏリング取付基部１８ｃは、第２通水部部材入
口部１８ａ内において、Ｃ３の位置に位置している。このとき、第２通水部入口側外周端
１８ｈは、Ｅ３の位置に位置している。このＣ３Ｅ３間の距離は、縮みに対する基本余裕
寸法ｄ４に設定され、縮み吸収しろＱ２を含む距離とされている。
【００７５】
　図１６においては、第２吸収機構５６において、湯水の約７０度程度までの温度上昇（
シャワーヘッドに通水される湯水が最も高い温度まで上昇されたと仮定した温度上昇）が
生じた場合の通水路部材８の最も伸びている状態を示している。第１通水部部材出口側端
１６ｈは、位置Ａ４の位置まで先端側に向かって伸びている。このとき、第２通水管入口
側内部端１８ｇは、Ｂ４の位置まで基部側に向かって伸びている。
　さらに、図１６及び図１８に示すように、例えば、通水路部材８の伸びに対する基本余
裕寸法がｄ３（ｍｍ）以上の値に設定されている場合には、公差考慮のａ３（ｍｍ）と、
熱変形考慮のｂ３（ｍｍ）の膨張変形量と、吸水膨張のｃ３（ｍｍ）との全ての合計の変
形量を考慮したとしても、所定の隙間ｓ３が０ｍｍより大きな値となってＡ４Ｂ４間に残
ることとなる。
【００７６】
　さらに、例えば、第１通水部部材出口側端１６ｈと第２通水管入口側内部端１８ｇとの
間の伸び吸収しろＰ２（基本余裕寸法）は、公差考慮のａ３（ｍｍ）と、熱変形考慮のｂ
３（ｍｍ）の膨張変形量と、吸水膨張のｃ３（ｍｍ）との全ての合計の変形量を考慮した
としても、所定の隙間ｓ３が０ｍｍより大きい値となって残ることとなる。
　第１通水部部材出口側端１６ｈと第２通水管入口側内部端１８ｇとの間の基本余裕寸法
が担保されていれば、このように湯水の温度上昇時（これに伴う通水路部材の温度上昇時
）に、第１通水部部材出口側端１６ｈと第２通水管入口側内部端１８ｇとの間の距離が減
少しても、第１通水部部材出口側端１６ｈと第２通水管入口側内部端１８ｇとの間の距離
が０より大きい値となる、すなわち第１通水部部材出口側端１６ｈと第２通水管入口側内
部端１８ｇとが当接しないような隙間ｓ３が残存する。
　また、好ましくは、第１通水部部材出口側端１６ｈと第２通水管入口側内部端１８ｇと
の間に伸び吸収しろＰ２が担保されていれば、同様の湯水の温度上昇時に、第１通水部部
材出口側端１６ｈと第２通水管入口側内部端１８ｇとが当接しないような隙間ｓ３が残存
する。
【００７７】
　また、図１７に示すように、第２吸収機構５６において、湯水の約０度近くまでの温度
低下（シャワーヘッドに通水される湯水が最も低い温度まで低減されたと仮定した温度低
下）が生じた場合の通水路部材８の最も縮んでいる状態を示している。第１Ｏリング取付
基部１６ｇは、第１通水部部材１６が縮むことにより、位置Ｃ４の位置まで基部側に向か
って縮んでいる。このとき、第２通水部入口側外周端１８ｈは、第２通水部部材１８が縮
むことにより、Ｅ４の位置まで先端側に向かって縮んでいる。さらに、図１７及び図１８
に示すように、例えば、湯水の約０度近くまでの温度低下が生じた場合に、基本余裕寸法
がｄ４（ｍｍ）以上の値に設定されている場合には、公差考慮のａ４（ｍｍ）と、熱変形
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考慮のｂ４（ｍｍ）の収縮変形量との合計の変形量を考慮したとしても、ｓ４（ｍｍ）以
上の所定の隙間がＣ４Ｅ４間に残ることとなる。
【００７８】
　第１Ｏリング取付基部１６ｇと第２通水部入口側外周端１８ｈとの間の基本余裕寸法ｄ
４が担保されていれば、湯水の温度低下時（これに伴う通水路部材の温度低下時）に、各
通水部部材の収縮に伴い、第１Ｏリング取付基部１６ｇと第２通水部入口側外周端１８ｈ
との間の距離が減少しても、第１Ｏリング取付基部１６ｇと第２通水部入口側外周端１８
ｈとの間の距離が０より大きい値となる、すなわち第１Ｏリング取付基部１６ｇと第２通
水部入口側外周端１８ｈとが接しないような余裕隙間が残存する。また、好ましくは、第
１Ｏリング取付基部１６ｇと第２通水部入口側外周端１８ｈとの間に縮み吸収しろＱ２が
担保されていれば、同様の湯水の温度低下時に、第１Ｏリング取付基部１６ｇと第２通水
部入口側外周端１８ｈとが接しないような隙間ｓ４が残存する。従って、第１Ｏリング取
付基部１６ｇと第２通水部入口側外周端１８ｈとが接するような位置となって、例えばい
わゆるシール外れと称するような、第１Ｏリング２２の部分から空気が流入して接続部分
において水密性が維持されなくなる状態となることを防ぐ。
【００７９】
　次に、上述した本発明の本実施形態によるシャワーヘッド１の効果を説明する。
　上述した本発明の一実施形態によるシャワーヘッド１によれば、湯水を通水路部材８内
に通水し、通水路部材８に湯水の温度に応じた膨張・収縮が発生する場合に、通水路部材
８の変形量と外観部材１２の変形量が異なるとしても、２箇所以上の位置の固定部１４の
間において連結される第１通水部部材１６、第２通水部部材１８及び第３通水部部材２０
の間に設けられた第１吸収機構５４及び/又は第２吸収機構５６により、通水路部材８の
変形量と外観部材１２の変形量との違いを吸収することができる。よって、固定部１４に
おいて通水路部材８の変形量と外観部材１２の変形量とが異なることにより、固定部１４
に応力が発生し、その結果、外観部材１２の表面上に設けられためっきの割れ・剥がれ等
の破損、又は通水路部材８の破損が発生してしまうことを防止することができる。
【００８０】
　本発明の一実施形態によるシャワーヘッド１によれば、第１吸収機構５４及び/又は第
２吸収機構５６は、第１通水部部材１６、第２通水部部材１８及び第３通水部部材２０同
士を接続し、これらの通水部部材が適正位置に対して縮んだときにも接続部分での水密性
が維持され、且つこれらの通水部部材が適正位置に対して伸びたときにも第１通水部部材
１６、第２通水部部材１８及び第３通水部部材２０の変形量を吸収することができるよう
に、これらの通水部部材同士を接続する接続機構を形成している。従って、このような第
１吸収機構５４及び/又は第２吸収機構５６により、比較的簡易な構成により、通水路部
材８の変形量と外観部材１２の変形量との違いを吸収することができる。よって、固定部
１４において通水路部材８の変形量と外観部材１２の変形量とが異なることにより、固定
部１４に応力が発生し、その結果、外観部材１２の表面上に設けられためっきの割れ・剥
がれ等の破損、又は通水路部材８の破損が発生してしまうことを防止することができる。
【００８１】
　本発明の一実施形態によるシャワーヘッド１によれば、通水路部材８の通水部部材、例
えば第１通水部部材１６及び第２通水部部材１８は、第２吸収機構５６において、通水方
向Ｄ１と交差する方向の断面が楕円形状となるように形成されているので、一方の第１通
水部部材１６に対し、他方の第２通水部部材１８が回転することを防止することができる
。
【００８２】
　本発明の一実施形態によるシャワーヘッド１によれば、第１吸収機構５４が、一方の第
１通水部部材１６の端部を他方の第２通水部部材１８の端部内に摺動可能な隙間を残すよ
うに挿入した入れ子構造を形成し、第１Ｏリング２２がこの入れ子構造内の一方の第１通
水部部材１６と他方の第２通水部部材１８との間をこれらの部材が摺動可能であるように
シールし、及び/又は、第２吸収機構５６が、一方の第２通水部部材１８の端部を他方の
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第３通水部部材２０の端部内に摺動可能な隙間を残すように挿入した入れ子構造を形成し
、第２Ｏリング２４がこの入れ子構造内の一方の第２通水部部材１８と他方の第３通水部
部材２０との間をこれらの部材が摺動可能であるようにシールする。従って、通水路部材
８に湯水の温度に応じた膨張・収縮が発生する場合に、第１吸収機構５４及び/又は第２
吸収機構５６において、通水部部材同士が水密性を維持したまま摺動することができ、通
水路部材８の変形量と外観部材１２の変形量との違いを吸収することができる。
【００８３】
　本発明の一実施形態によるシャワーヘッド１によれば、第１吸収機構５４及び/又は第
２吸収機構５６は、伸び吸収しろＰ１が縮み吸収しろＱ１よりも大きくなるように形成さ
れているので、通水路部材８が適正位置に配置された常温状態からの温度変化が比較的大
きい比較的高温の湯水が通水路部材８内に通水されて通水路部材８が膨張する比較的大き
な伸びを吸収することができ、さらに常温状態からの温度変化が比較的小さい比較的低温
の湯水が通水路部材８内に通水されて通水路部材８が収縮する比較的小さな縮みを吸収す
ることができる。
【符号の説明】
【００８４】
１　　　シャワーヘッド
２　　　シャワーヘッド本体
２ａ　　給水口
２ｂ　　ヘッド部
２ｃ　　把持部
４　　　散水孔
６　　　散水板
６ａ　　外周部分
８　　　通水路部材
１０　　散水部
１２　　外観部材
１２ａ　メッキ層
１４　　固定部
１６　　第１通水部部材
１６ａ　第１列凸部
１６ｂ　中央列凸部
１６ｃ　第２列凸部
１６ｄ　第１通水部正面側リブ
１６ｅ　第１通水部背面側リブ
１６ｆ　第１通水部部材出口部
１６ｇ　第１Ｏリング取付基部
１６ｈ　第１通水部部材出口側端
１８　　第２通水部部材
１８ａ　第２通水部入口部
１８ｂ　通水部部材出口部
１８ｃ　第２Ｏリング取付基部
１８ｄ　第２通水部部材正面側リブ
１８ｅ　第２通水管背面側リブ
１８ｆ　第２通水部部材出口側端
１８ｇ　第２通水管入口側内部端
１８ｈ　第２通水部入口側外周端
１８ｆ　通水部部材出口側端
２０　　第３通水部部材
２０ａ　第３通水部部材入口部
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２０ｂ　第３通水部部材中間部
２０ｃ　第３通水部部材出口開口部
２０ｄ　第３通水部部材入口側内部端
２０ｅ　第３通水部入口側外周端
２２　　第１Ｏリング
２４　　第２Ｏリング
２６　　開口部
２６ａ　右側ビス取付部分
２６ｂ　左側ビス取付部分
２６ｃ　頂部ビス取付部分
２８　　散水室部
３０　　散水室流路
３０ａ　加速部
３０ｂ　散水室
３２　　外観部材
３２ａ　第１ビス取付部分
３２ｂ　第２ビス取付部分
３２ｄ　突起部
３２ｅ　第１背面側リブ
３２ｆ　第２背面側リブ
３４　　外観部材
３４ａ　第１ビス受けボス部
３４ｂ　第２ビス受けボス部
３４ｃ　第３ビス受けボス部
３４ｄ　第４ビス受けボス部
３４ｅ　第５ビス受けボス部
３４ｆ　第２突起部
３４ｇ　第１正面側リブ
３４ｈ　第２正面側リブ
３６　　ビス
３８　　第１溝部
４２　　第２溝部
４４　　第１スライド機構
４６　　第２スライド機構
４８　　第１固定部
５０　　第２固定部
５２　　第３固定部
５４　　第１吸収機構
５６　　第２吸収機構
Ａ１　　適正位置
Ａ２　　位置
Ａ３　　適正位置
Ａ４　　位置
Ｃ２　　位置
Ｃ４　　位置
Ｄ１　　通水方向
ｄ１　　基本余裕寸法
ｄ２　　基本余裕寸法
ｄ３　　基本余裕寸法
ｄ４　　基本余裕寸法
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